
契 約 変 更 年 月 日 令和6年10月21日

契 約 業 者 名 株式会社トーニチコンサルタント

契 約 業 者 の 住 所 東京都渋谷区本町１－１３－３

役 務 の 名 称 中部地区トンネル坑口部詳細設計他

役 務 場 所 長野県飯田市地内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

役 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和4年3月18日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年2月18日

変 更 前 の 契 約 金 額 72,853,000円(税込み)

変 更 金 額 +18,150,000円(税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 91,003,000円(税込み)

変 更 理 由

（第４回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）

(1)シールドトンネル詳細設計【詳細設計】（単価改定）
風越山トンネル（上郷）の坑口部進入路設計の変更
(2)土構造（法面設計）【詳細設計 C、修正設計 A1】（単
価改定）
委託者との協議により睦沢発生土置場整備に伴う法面工の
設計
(3)土構造（斜面対策）【詳細設計 C、修正設計 A】 （単
価改定）
委託者との協議により風越山トンネル出口付近の補強土及
び切土設計
(4)設計等請負契約書第 20 条による履行期間の変更
令和7年3月18日から令和8年2月18日にしゅん功日を変更

（1）現地の状況による変更
（2）委託者との協議による変更
（3）委託者との協議による変更
（4）設計等請負契約第 20 条による変更


